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○ 学校環境の安全管理

事故等の未然防止のため、校舎内外の施設・設備を点検し、危険を事前に発見すると

ともに、それらの危険の除去等の改善措置を講じなければならない。そのためにも、定

期的な安全点検は、組織的かつ計画的に行われる必要がある。

○ 学校生活の安全管理

休み時間、各教科等の学習時、クラブ活動等、学校行事、その他学校における全ての

教育活動を対象として、主に児童生徒の行動により生じる危険を早期に発見し、事故を

未然に防止する。事故の発生状況を把握し、児童生徒の多様な行動等の実態を踏まえ、児

童生徒の行動や活動場所等について適切なルールを設けることが大切である。

○ 通学の安全管理

児童生徒の通学時における安全の確保を目的とし、安全な通学路の設定、通学路によ

る登下校の徹底、定期的な通学路の点検、危険箇所・要注意箇所の周知・対策等を行わ

なければならない。通学手段が多岐にわたる場合は、交通手段の特性を考慮した安全管

理が求められる。また、交通安全の観点だけでなく、誘拐や傷害等の犯罪被害防止とい

う生活安全の観点や災害発生時の災害安全の観点からも対策が必要である。

学校安全の取組を効果的に進めていくためには、全ての教職員が学校安全に関する資質

・能力を身に付け、学校安全計画や危機管理マニュアル等に基づいて組織的な取組を行っ

ていく必要があります。また、学校と家庭、地域の関係機関・団体等及び学校相互の連携

や情報交換を密にし、地域ぐるみで安全を守り、安心して学校生活が送れるような環境を

整えていかなければなりません。

＜参考資料＞「学校安全資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」文部科学省 平成 年 月

学校で起こる危機的な問題は極めて多様ですが、典型的なケースとして、「学校生活上の事

故」「学校保健に関する事故」「災害による事故」「学校施設に関する事故」「教職員をめ

ぐる事故」「保護者・地域社会とのトラブル」等が挙げられます。

こうした様々な危機に対処するために、学校 教職員 としては、以下のことが大切です。

○ 危機的な状況が起きる可能性を予知すること。

○ 危機が起きる可能性を予知したら、それを回避するための万全の努力をすること。

○ 最大限に予知する努力を払い、回避する措置をとっても危機の発生を避けることができな

かったときには、危機への最善の対処をすること。

○ 再び同じような危機が起こらないように、再発防止の手段を講じておくこと。

学校には、児童生徒の安全を確保する義務があります。普段から教職員全員の意識の高揚

を図り、危機に対する的確な対応ができるよう、管理職をはじめ教職員全員で危機管理に取

り組む体制づくりが大切です。

学級担任は、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、危機の予防・対応及び

事後対応について理解しておく必要があります。

教職員全体が危機意識をもつことで、「危機管理」という発想が生まれます。そして､そ

の意識の度合いによって対応が大きく異なります。学級担任は、次の点に留意して危機の

予防に努めることが大切です。

さ…『最悪』の事態を想定し
し…『慎重』に
す…『素早く』
せ…『誠意』をもって
そ…『組織』で対応する

さ…最初の対応を慎重に行う。
し…指示系統をはっきりさせる。
す…推測で動かず、正確な情報を得る。
せ…戦略と戦術にたける。
そ…組織の役割分担を明確にする。
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